
安中市立地適正化計画 届出の手引き 
 

１ 立地適正化計画の概要 

立地適正化計画は、人口減少・高齢化、市街地の拡散等による市街地密度の低下、自然災害

の頻発化・激甚化などの社会変化に対応した持続可能まちづくりのための計画です。 

この計画には、人口密度の維持により生活サービスやコミュニティを持続的に確保する居住

誘導区域や医療や商業などの都市機能の集約により各種サービスの効率的な提供を図る都

市機能誘導区域などが定められています。 

 

２ 届出制度の概要 

立地適正化計画の公表後、つぎの行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、

行為に着手する 30 日前までに市へ届出が必要となります。また、届出の内容を変更する

場合も、変更に係る行為に着手する 30 日前までに市へ届出が必要となります。 

（１）  居住誘導区域外での一定の住宅の開発・建築等 

（２） 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等 

（３）  都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止 

届出は、区域外の施設の立地や開発を制限するものではありません。市は届出を確認し、必要

に応じて適切な施設配置及び立地誘導のための情報提供、助言や勧告を行うことがありま

す。なお、都市計画区域外については、本制度を適用しません。 
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３ 届出対象行為 

（１） 居住誘導区域外での一定の住宅の開発・建築等行為 

居住誘導区域外での住宅の開発・建設等をしようとする以下の行為について、行為に着手す

る 30 日前までに市へ届出が必要になります。（都市再生特別措置法第 88 条第１項） 

開発行為 ①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

  ②１戸又は２戸の住宅の建築を目的とする 1,000 ㎡以上の開発行為 

建築等行為 ①３戸以上の住宅を新築しようとする行為 

  ②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする行為 

※一般住宅のほか、長屋、共同住宅、店舗兼用住宅等の居住機能を備えた建築物は、建築基

準法の住宅の取り扱いに準じて、住宅として判断します。 

 

（２） 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為 

都市機能誘導区域外で誘導施設を設置しようとする以下の行為について、行為に着手する

30 日前までに市へ届出が必要になります。（都市再生特別措置法第 108 条第１項） 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 ①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

（３）  都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止 

都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止しようとする行為について、行為に着手す

る 30 日前までに市へ届出が必要になります。（都市再生特別措置法第 108 条の２第１項） 

 

４ 誘導施設一覧 

※誘導施設の詳細定義は Q&A に掲載されています。 

機能 誘導施設 

安中市役所・

安中駅周辺 

（都市拠点） 

松井田仲町

交差点・西松

井田駅周辺 

（地域拠点） 

原市交差点・

磯部駅周辺 

（生活拠点） 

安中榛名駅

周辺 

（生活拠点） 

行政機能 市役所・支所 ○ ○   

介護福祉 

機能 

地域福祉支援センター 

地域包括支援センター 
○ ○   

子育て 

機能 
こども家庭センター ○    

商業機能 
延床面積 1,000 ㎡以上

の店舗 
○ ○ ○ 〇 

医療機能 病院 ○ ○ ○  

金融機能 
銀行・信用金庫・信用組

合・労働金庫 
○ ○ ○  

教育・ 

文化・ 

交流機能 

文化ホール、図書館、博物

館（美術館含む）、市民交

流施設、延床面積 1,000

㎡以上の宿泊施設 

○    
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５ 居住誘導区域・都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区域の詳細は、安中オンラインマップの都市計画マップでご確認ください。 
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６ 届出書類 

届出書類は開発行為・建築等行為・休廃止に着手する 30 日前までに都市計画課へ直接ま

たは郵送で 1 部提出してください。手続きを代理人に委任する場合、委任者の押印がある委

任状を１部添付してください。届出書は、市 HP からダウンロード又は市窓口で受領してくだ

さい。 

届出書受領後、１０日程度で市は受理通知書を窓口で交付します。郵送での交付を希望される

場合、返送先の住所、氏名をご記入の上、切手を貼った返信用封筒（その他レターパック等）を

事前に提出して下さい。 

 

（１） 居住誘導区域外での一定の住宅の開発行為 

〇届 出 書 様式第 10 （届出内容の変更の場合 様式 12） 

〇添付書類 ①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区 

  の公共施設を表示する図面、縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図（土地利用計画図等、縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図面（求積図等） 

 

（２） 居住誘導区域外での一定の住宅の建築等行為 

〇届 出 書 様式第１１ （届出内容の変更の場合 様式 12） 

〇添付書類 ①配置図（敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺 

1/100 以上） 

②住宅等の 2 面以上の立面図・各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図面（位置図、求積図等） 

 

（３） 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為 

〇届 出 書 様式第 18 （届出内容の変更の場合 様式２０） 

〇添付書類 ①位置図（当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区 

  の公共施設を表示する図面、縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図（土地利用計画図等、縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図面（求積図等） 

 

（４） 都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等行為 

〇届 出 書 様式第 19 （届出内容の変更の場合 様式２０） 

〇添付書類 ①配置図（敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺 

1/100 以上） 

②住宅等の 2 面以上の立面図・各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③その他参考となる事項を記載した図面（位置図、求積図等） 

 

（５） 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止 

〇届 出 書 様式第 21 ※添付書類は原則不要です。 

 

届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発行為・建築等行為を行った場合、都市再生特

別措置法第 130 条の規定に基づき 30 万円以下の罰金に処せられることがあります。届

出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条「重要事項の説明等」の対象です。 
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Q１：届出はいつから必要ですか？ 

A１：計画の公表日以降に届出対象行為を行う場合、届出が必要になります。 

 

Q２：計画の公表日はいつですか？ 

A２：公表日は令和 8 年 2 月 25 日です。 

 

Q３：届出対象行為を行う場合、行為に着手する 30 日前までに届出が必要ですが、公表日か

ら 30 日以内に届出対象行為を行う場合、いつ届出を行いますか。 

A３：都市計画課へ事前にご相談のうえ、公表日までに届出書類をご提出ください。市では、

提出された届出を公表日に受領します。 

 

Ｑ４：居住誘導区域外の土地で、届出の対象となる開発行為を行いますが、その後、届出の対

象となる建築等行為を実施する場合、開発行為と建築等行為のそれぞれについて届出は必要

ですか？ 

Ａ４：開発行為と建築等行為はそれぞれ独立した行為となりますので、それぞれの行為につい 

て届出が必要になります。 

 

Ｑ５：住宅開発等が居住誘導区域内外にまたがる場合、届出の対象はどのように判断すれば

よいですか？ 
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Ａ５：住宅開発等の行為において、区域外の部分が届出要件を満たすか否かで判断をすること

となります。 

 

Q６：「３戸以上の住宅を新築しようとする行為」とはどのような場合ですか？ 

A６:同一の申請者が同日に新築行為に着手する場合です。 

 

Ｑ７：誘導施設が都市機能誘導区域内外にまたがる場合、建築等の届出の対象はどのように

判断すればよいですか？  

Ａ７：新築若しくは改築又は用途変更された建築物のうち都市機能誘導区域外に存する部分

が、誘導施設としての要件を満たすか否かで判断をすることとなります。 

 

Q８:誘導施設の定義はありますか？ 

A８：下表のとおりです。 

 

機能 集約すべき施設（誘導施設） 定義 

行政機能 
市役所 地方自治法第４条第１項に規定する施設 

支所 地方自治法第155条第１項に規定する施設 

介護福祉機能 
地域福祉支援センター 

地方自治法第244条に規定する施設のうち総合

的な市民福祉サービスの向上を図るための地域

福祉の支援拠点である施設 

地域包括支援センター 介護保険法第115条の46第１項に規定する施設 

子育て機能 こども家庭センター 児童福祉法第１０条の２第２項に規定する施設 

商業機能 延床面積1,000㎡以上の店舗 
日本標準産業分類における小売業を行うための

施設で、延床面積1,000㎡以上の店舗 

医療機能 病院 医療法第１条の５第１項に規定する施設 

金融機能 

銀行 銀行法第２条第１項に規定する銀行業を行う施設 

信用金庫 信用金庫法第53条に規定する事業を行う施設 

信用組合 
中小企業等協同組合法第９条の８に規定する事業

を行う施設 

労働金庫 
労働金庫法第６条に規定する免許を受けて事業を

行う施設 

教育・文化・ 

交流機能 

文化ホール 

社会教育法第24条及び地方自治法第244条に

規定する施設のうち教育、学術及び文化に関する

各種事業を行うための市民全体を対象とする文

化ホールを有する施設 

図書館 図書館法第２条第１項に規定する施設 

博物館（美術館を含む） 博物館法第２条第１項に規定する施設 

市民交流施設 

地方自治法第244条に規定する施設のうち市民

相互の交流を促進し、福祉の増進のために設置す

る市民全体を対象とする交流施設 

延床面積1,000㎡以上の宿泊

施設 

日本標準産業分類における宿泊業を行うための

施設で、宿泊者以外が入浴施設、レストラン、バン

ケット機能を利用可能な延床面積1,000㎡以上

の旅館、ホテル 

 

-９- 



Q９：都市機能誘導区域内であれば、 誘導施設の開発・建築等行為の届出は不要となるので

すか？ 

A９：それぞれの都市機能誘導区域内において定めた誘導施設の開発・建築等行為の届出が

不要になります。例えば、安中榛名駅周辺の都市機能誘導区域内で病院を建築等しようとす

る場合、病院は安中榛名駅周辺の誘導施設でないため、届出が必要となります。 

 

Q１０:居住誘導準備区域とは何ですか？ 

A１０：現時点では居住誘導区域ではないが、今後準備が整ったら居住誘導区域にしていくこ

とを位置づけた区域です。居住誘導準備区域は、居住誘導区域外であり、都市機能誘導区域

外です。 

 

Q１１：届出書の地目、面積は何に基づいて判断すればよいですか？ 

Ａ１１：地目については登記簿、面積については実測に基づき判断してください。 

 

Ｑ１２：受理通知書の交付は、届出後どのくらいで交付されますか？ 

Ａ１２：受理通知書は、届出後１０日程度で交付します。 

 

Q１３：誘導区域や誘導施設が変更となる場合がありますか？ 

A１３：計画は、必要に応じて概ね５年毎に見直しを予定しています。見直しに伴い誘導区域や

誘導施設が変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 安中市 まちづくり部 都市計画課 作成 

〒379-0192 群馬県安中市安中１－２３－１３ 

℡０２７－３８２－１１１１ 
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